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一関市立招沢幼稚園 重要事項説明書

一関市立沼沢幼稚園 (以下 「当園」とい う)における幼児教育の提供の開始にあたり、

あなたに説明すべき内容は、次のとおりです。

1 施設運営主体

名 称 一関市

所 在 地 一関市竹山町 7-2
電 話 番 号 0191-21-2111

代表者氏名 一関市長 佐藤 善仁

2 利用施設

施設 の種類 公立幼稚園

施 設 の名 称 一関市立招沢幼稚園

施設の所在地 一関市大東町櫂沢字観音堂82-2
連  絡 先 電話番号

FAX
0191-75-2238
0191-75-2238

管 理 者 園長 芦   宏

対 象 児 童 満 3歳以上の小学校就学前児童

利 用 定 員 <1号認定子 ども>
満 3歳以上の小学校就学前児童の うち、 2号認定子 ども以外の児童

60人
開 設 年 月 日 昭不口40年 4月 5日

3 施設の目的・運営方針

当園は、以下の運営方針に基づき幼児教育を提供します。

(1)当 園は、周 りの人の人格を認め合い、明朗で創造性に富み、いたわり合い、健康で

たくましい人間性の育成をめざします。

(2)当 園は、上記目標を達成するために、家庭及び地域との連携を密にしながら、幼児の

実態に基づいた幼児教育を進め、一人一人の自己実現を図りながら、「生きる力」の

基礎や小学校以降の学校教育の基礎を培 う幼稚園領域の推進に努めます。

4 当園における施設 口設備等の概要

(1)施設
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敷  地 敷地全体 283811f

園 庭 1157.16 1lf

園 ∠全、 構  造 RC造
延べ面積 539.67 nif
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設 備 部屋数 備  考

保育室 3室
もも組 (満 3歳児クラス)、 さくら組 (満 4歳児クラ

ス)、 きく組 (満 5歳児クラス)について各 1室

遊戯室 (ホール) 1室

その他 3室 職員室 1室、教材室 1室、保健室 1室

(2)主な設備

5 職員の設置状況

職 種 員数 備考

園 長 1人 経営管理

園長補佐 1人 総務、渉外、事務

教 諭 3人 教務、研究、安全指導生活指導

預かり保育専任職員 1人 保育のサポー ト、預かり保育

園務補助 1人 園舎内外、園庭の清掃

※ 当園では、「一関市特定教育 。保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例 (平成 26年 9月 18日 一関市条例第 30号)」 に定める基準に基づき、幼

児教育の提供に必要な職種について、上記に記載する員数を上回る職員を配置 してい

ます。

<各職種の勤務体系>
職 種 勤務体系

園 長 勤務時間帯 (8:45～ 14:30)週 25時間

園長補佐 勤務時間帯 (8:30～ 17:00)

教 諭 勤務時間帯 (8:30～ 17:00)

預かり保育専任職員 勤務時間帯 (8:30～ 17:00)

園務補助 勤務時間帯 (9:00～ 12:00)週 15時間

※ ローテーションにより、各教諭の勤務 日及び勤務時間帯は異なります。

※ 職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。

6 教育等を提供する日

教育を提供する日は、月曜 日から金曜 日までです。ただし、国民の祝 日及び下記の体

業日を除きます (令和 5年度は、下記の通 りとなります)。

休業 日

学年始休業日 4月 1日 か ら4月  5日 まで

夏季休業日 7月 22日 から8月 22日 まで

冬季休業 日 12月 23日 から1月 24日 まで

学年末休業 日 3月 19日 から3月 31日 まで

振替休業日

臨時の体業 日

運動会などの園行事を休業 日に行 う時は、休業日を振 り替

えます。※今年度は 9月 19日 (火)、 11月 20日 (月 )が休

業 日です。

非常災害その他急迫の事情があるときは、臨時に体業日を
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設けることがあります。

※ 学年始・夏季 。冬季 。学年末休業日は、預かり保育のみ実施 します。実施 日は、別途お

知らせ します。

7  教育等の提供時間

(1)教育課程に係る教育 (通常の時間)

(2)預かり保育

実施 日 預かり保育時間

月曜日から金曜日 教育時間終了後 (お おむね午後 2時から午後 6時

まで)

長期休業期間 (学年始・夏季 。

冬季・学年末)

おおむね午前 8時 30分から午後 6時まで

8 提供する幼児教育等の内容

当園は、学校教育法を踏まえ、以下の幼児教育 。保育その他の便宜の提供を行います。

※提供する幼児教育などの内容の詳細は幼稚園要覧によります。

(1)特定教育の提供

上記 7に記載する時間において、幼児教育を提供 します。

(2)食事の提供 (給食のうち副食、牛乳)

児童の年齢に応 じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。

午前間食 昼食 備考

3歳児 11時 45分頃

4歳児 11時 50分頃

5歳児 11分 55分頃

※ 献立表は毎月別途お知らせします。

※ 食物アレルギー等、体質に合わない食材があればご相談ください。

(3)預かり保育

通常の教育時間終了後や長期体業期間中に、在籍する園児で、預かり保育の対象と

なる在園児を対象に預かり保育を実施 します。

預かり保育では、家庭や地域における幼児の生活を考慮 しながら、担当の職員や異

年齢の友達と一緒に過ごします。

9  禾ll`用 料金

(1)特定教育に係る利用者負担 (保育料)

支給認定証の発行を行った市町村が定める利用料 (保育料)

なお、幼児教育 。保育の無償化に伴い、幼稚園の保育料は無償となります。

(2)預 り保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等

3

認定区分 教育時間 利用可能時間

1号認定子 ども 教育標準時間 9時～14時

に



1日 あたり450円

なお、市から「保育の必要性の認定」を受けた場合、ひと月あたり、利用日数×450

円 (上限 1万 1,300円 )が無償となります。

10 利用契約の終了に関する事項

当園は、以下の場合には、幼児教育の提供を終了いたします。

(1)園児が小学校に就学したとき

(2)子 ども 。子育て支援法第 24条第 1項第 2号又は第 3号の規定により支給認定が取り

消されたとき。

(3)その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき

11 嘱託医等

当園は、以下の医療機関等 と嘱託契約を締結 しています。

(1)内科

(2)歯科

(3) 薬斉|」 師

名 称 アイン薬局東山店

薬 斉」 師 名 和賀 珠美

所  在  地 一関市東山町長坂字町 388

電 話 番 号 0191-48-4630
※眼科・耳鼻科については、桑島眼科医院・笠原耳鼻科医院さんが嘱託医です。

12 緊急時の対応

お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定す

る医F́,気機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。
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医療機関の名称 菅野内科医院

医 院 長 名 菅野 孝

所  在  地 一関市大東町櫂沢字櫂沢駅 68

電 話 番 号 0191-75-2772

医療機関の名称 熊谷歯科医院

医 院 長 名 熊谷 博伸

所  在  地 一関市大東町櫂沢字新右衛門土手 6-4
電 話 番 号 0191-75-4618

児童のかか りつ け
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緊急連絡先② 住 Ｆ
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※塞塵生重調査墨及昼堅皇連経笠|三塾△_し 提出童生歪主。

13 要望・苦情等に関する相談窓口

当園では、要望 。苦情等に係る窓口を次のとお り設置しています。

14 非常災害時の対策

15 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額

当園では、以下の保険に加入 しています。

※詳 しくは、別途配布する「互助会保険のしおり」を御確認ください。

t
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当園

ご利用相談窓口

・窓 口担当者  芦  宏、冨塚 信也
。ご利用時間  9:00～ 17:00
。電 話 番 号  0191-75-2238
F A X   0191-75-2238
担当者が不在の場合は、当園職員までお申し出ください。

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。

防災設備

。自動火災報知機  有  。誘 導 灯

・ガス漏れ報知機  有  ・非常警報装置
。非常用電源    有  ・スプリンクラー
。その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理

有

有

無

有

避難・消火訓練 避難及び消火の訓練は、年 4回実施 します。

保険の種類 日本スポーツ振興センター

保険の内容 幼稚園の管理下で園児に災害(負傷、疾病等)が発生したと

きに災害共済給付 (医療費等の給付)を行 う。

保険金額 285円 (う ち200円は保護者負担)

保険の種類 岩手県学校安全互助会共済

保険の内容 日本スポーツ振興センターの上乗せ分

保険金額 150円 (全額保護者負担)



喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。

宗教活動、政治活動、

営利活動

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する

宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。

SNSへの投稿
行事等の際に、園児の様子をビデオやスマー トフォンで

撮影した動画をSNS等に投稿することはご遠慮ください。

16 当園におけるその他の留意事項

当園における幼児教育 。保育の提供を開始するに当たり、本書面に基づき重要事項の説

明を行いました。

施 設 名 :

説明者 職 氏名

1 全員が対象となるもの

特定教育 。保育の提供に要する利用者負担金 (上乗せ徴収分、実費分)

※詳 しくは、別途集金計画や園便 り等をご覧ください。

2 預かり保育に係る利用者負担

1日 あたり450円

なお、市から「保育の必要性の認定」を受けた場合、ひと月あたり、利用 日数×450

円 (上限 1万 1,300円 )が無償となります。
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項 目 内容、負担を求める理由及び 目的 金 額

1号認定に子 ども

に係 る給 食 費 及

び牛乳代

1号認 定子 どもに係 る給食 の副食

費・牛乳代 年額 37,000円 程度

絵本代 保育活動に使用する絵本購入のため 年額 5, 400円 程度

新学期に係る

教材費

保育活動に必要な基本的な教材の購入

のため

3歳児 4, 252円
4歳児

(在園児)1, 410円
5歳児

(在園児)1, 785円

遠足に係る交通費
公共交通機関 (地下鉄、バス等)そ の

他移動手段に要する経費

実際に要した経費

(実費)


